
中小企業省力化投資補助金の全体像！

カタログ注文型と一般型の違い・採択事例・

変更点 

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式 HP をご確認

ください。 

 

中小企業省力化投資補助金（以下、省力化投資補助金）は、人手不足の解消に向けて、業務の省

力化につながる設備導入等を支援する制度です。 

 

本補助金には「カタログ注文型」と「一般型」の 2 つの類型があり、補助対象となる設備や導入方法、申

請期間などが異なります。 

 

本記事では、中小企業省力化投資補助金の全体像を整理したうえで、カタログ注文型と一般型それぞ

れの制度概要や採択事例、直近の制度変更点について解説します。 



中小企業省力化投資補助金とは 

 

出典：中小企業省力化投資補助金 公式 HP（広報ツール） 

 

省力化投資補助金は、人手不足の解消に向けて、省力化に資する設備やシステムの導入を支援する制

度です。 

 

業務の自動化や効率化によって付加価値額の拡大と生産性の向上を図り、その成果を賃上げにつなげ

ることを目的としています。 

 

本補助金には、次の 2 つの申請類型があります。 

 

● カタログ注文型 

● 一般型 

参考）「カタログ注文型」「一般型」の違い 

本補助金の2つの申請類型は、補助対象や上限額等が異なります。主な違いは、次のとおりです。なお、

申請受付期間も異なるため、申請を検討する際はご留意ください。 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/pr_tool/


 

 カタログ注文型 一般型 

投資内容 簡易で即効性がある 

省力化投資 

オーダーメイド性のある 

多様な省力化投資 

補助対象 「カタログ」に掲載された 

省力化効果のある汎用製品 

個別現場の設備や事業内容に合わせた

設備導入・システム構築 

補助上限 最大 1,500万円 最大 1億円 

申請受付期間 随時受付 

令和 6年 6月 25日～令和 9年 3

月末頃まで 

公募回ごとに設定  

第 6回公募： 

令和 8年 4月 15日～令和 8年 5月

15日 

カタログ注文型 

カタログ注文型は、「製品カタログ」に掲載された省力化製品の中から、事業者が製品を選択して導入す

る申請類型です。 

 

IoTやロボットなど、付加価値額の向上や生産性向上につながる汎用的な製品を対象としており、簡易に

導入できる点に特徴があります。 

 

▶ 製品カタログ 

補助対象経費・補助率・補助上限額 

カタログ注文型の補助対象経費・補助率・補助上限額は、次のとおりです。 

 

補助対象経費 省力化製品の設備投資における「製品本体価格」と「導入に要する費用（導入

経費）」 

補助率 1/2以下 

補助上限額 従業員数 5名以下：     500万円（750万円） 

従業員数 6～20名：     750万円（1,000万円） 

従業員数 21名以上：1,000万円（1,500万円） 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/product_catalog/


 

補助上限額は従業員数に応じて異なり、賃上げ要件を達成した場合は、括弧内の金額が上限額となり

ます。 

業種別採択事例 

 

出典：カタログ注文型 交付決定概要（令和 8年 2月末時点） 

 

カタログ注文型では個別の採択事例を公表していないため、公表資料をもとに業種別の採択傾向を解説

します。 

 

これまでの採択割合では、「建設業（37.2%）」が最も多く、次いで「製造業（27.2%）」、「学術研

究、専門・技術サービス業（10.4%）」となっています。 

 

＜建設業＞ 

建設業の場合、GNSS測量機（RTK）や地上型 3D レーザースキャナーなど、測量や調査に用いる機

器を導入できます。 

 

GNSS測量機（RTK）は、視通が困難な現場でも測量が可能な機器であり、トータルステーション（TS）

と比較して作業時間の短縮につながります。 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/grant_adoption_summary_catalog.pdf


 

このほか、シンダーコンクリート解体機やチルトローテータ付ショベルなど、施工に用いる機械も補助対象とな

ります。 

 

＜製造業＞ 

製造業の場合、検品・仕分システムや無人搬送車（AGV・AMR）など、生産や検査工程の効率化に

つながる設備を導入できます。 

 

また、スチームコンベクションオーブンや急速冷却・急速凍結機など、食品製造に関連する設備も補助対

象となります。 

令和 8年 3月 19日以降の変更点 

カタログ注文型は、令和 8年 3月 19日に制度改定を行いました。主な変更点は、次のとおりです。  

 

申請受付期間の延

長 

改定後：令和 9年 3月末頃まで 

改定前：令和 8年 9月末頃まで 

「大幅な賃上げ」の定

義見直し 

改定後：事業場内最低賃金を 3.0％以上引き上げること 

 （日本銀行が定める「物価安定の目標」＋1.0％） 

改定前：事業場内最低賃金を 45円以上引き上げること 

補助上限額の引き

上げ（従業員 20人

以下） 

従業員 20人以下の補助上限額を次のとおり引き上げました。 

● 従業員数 5人以下：500万円（750万円） 

● 従業員数 6～20人：750万円（1,000万円） 

※括弧内は大幅な賃上げを行う場合 

累計補助上限額の

見直し（2回目以降

の申請） 

2回目以降の交付申請では、各申請時に定める補助上限額の 2倍を 1事

業者あたりの累計補助上限額とします。 

前回までの累計交付額を差し引いた額を上限として申請できます。 

2回目以降の申請

要件の追加 

2回目以降の交付申請では、次の要件を満たす必要があります。 

● 前回の補助事業により省力化効果を得ていること（申請時に効果を

報告） 

● 前回の交付申請時と比較して、事業場内最低賃金を 3.5%以上上

昇させていること。前回の交付申請時から 2年以上経過している場合

は 7.0％以上、3年以上経過している場合は 10.5％以上上昇させ



ていること。 

公募スケジュール 

カタログ注文型は随時申請を受け付けており、受付期間は令和 9年 3月末頃までとしています。 

一般型 

一般型は、事業者が自社の課題や業務内容に応じて、オーダーメイドまたはセミオーダーメイドで設備導

入やシステム構築を行う申請類型です。 

 

カタログ注文型とは異なり、導入する設備やシステムを個別に設計できる点に特徴があります。 

 

※汎用設備であっても、導入環境に応じて周辺機器の構成や台数、搭載機能などを調整する場合や、

複数の汎用設備を組み合わせてより高い省力化効果や付加価値を生み出す場合は、オーダーメイド設

備として扱い、本事業の対象とします。 

 

補助対象経費 機械装置・システム構築費（必須）、運搬費、技術導入費、知的財産権等関

連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 

補助率 中小企業：1/2（2/3） 

小規模企業者・小規模事業者、再生事業者：2/3 

補助上限額 従業員数 5人以下：       750万円（1,000万円） 

従業員数 6～20人：    1,500万円（2,000万円） 

従業員数 21～50人：  3,000万円（4,000万円） 

従業員数 51～100人：5,000万円（6,500万円） 

従業員数 101人以上： 8,000万円（1億円） 

 

一般型における再生事業者の定義は、こちらの資料をご参照ください。 

 

▶ （別紙）「再生事業者」の定義について 

 

なお、補助上限額は従業員数に応じて異なり、賃上げ要件を達成した場合は、括弧内の金額が上限額

となります。 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/definition_rehabilitation_business_ippan.pdf


業種別採択事例 

 

出典：一般型公募（第 4回） 採択結果について 

 

一般型における直近公募（第 4回）の採択割合では、「製造業（50.1%）」が最も多く、次いで「建

設業（15.9%）」、「卸売業（5.9%）」となっています。 

 

＜製造業＞ 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/grant_adoption_summary_ippan_04.pdf


 

出典：一般型公募（第 4回） 採択結果について 

 

従前は、熟練作業や手作業に依存し、曲げ工程の生産能力が限界に達していたため、増産に対応でき

ない課題がありました。 

 

この課題に対し、ロボットと連動した板金曲げ加工の自動化装置や加工ロボットシステムを導入しました。 

 

その結果、曲げ工程の自動化により試し曲げを不要とし、人手作業を約 6時間削減しました。生産量は

最大 200％まで拡大し、増産対応や夜間無人稼働が可能となりました。 

 

＜建設業＞ 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/grant_adoption_summary_ippan_04.pdf


 

出典：一般型公募（第 4回） 採択結果について 

 

従前は、草刈り・丁張り・掘削などの工程を人力に依存していたため、3名体制でも工期が長期化する課

題がありました。 

 

また、若手不足や技術者の高齢化により、技術継承や生産性向上が進みにくい状況でした。 

この課題に対し、ICT対応の油圧ショベルや油圧フォークを導入しました。 

 

その結果、3D施工や作業の機械化により人力依存を解消し、作業時間を大幅に短縮しました。安全性

の向上とともに施工効率が改善し、省力化と生産性向上を実現した事例です。 

第 5回公募以降の変更点 

一般型は、第 5回公募（令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 27日まで）の実施に伴い、制度の

見直しを行いました。主な変更点は、次のとおりです。 

 

賃金要件の強化・一

本化 

賃上げ目標を引き上げ、要件を一本化しました。 

 

変更後：1人当たり給与支給総額を年平均 3.5％以上増加 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/grant_adoption_summary_ippan_04.pdf


（日本銀行が定める「物価安定の目標」＋1.5％） 

補助率・補助額の簡

素化 

補助金額にかかわらず、補助率を次のとおり統一しました。 

 

● 中小企業者等：1/2 

● 小規模事業者：2/3 

従業員 0名の事業

者の申請について 

応募時点で従業員が 0名の事業者は応募できません。 

 

また、応募申請時に従業員がいる場合でも、基準年度（応募申請時点の直

近の決算期）および効果報告時に、前月分の給与等の支給を受けた従業

員が 0名となる場合は応募できません。 

米国追加関税措置

への対応 

審査項目（政策面）において、米国の追加関税措置により大きな影響を受

ける事業者であるかどうかを評価する項目を追加しました。 

 

なお、第 6回公募（令和 8年 4月 15日から令和 8年 5月 15日）の実施においても、加点項目・

減点項目の追加などの見直しを行っています。 

 

申請時は、必ず最新の公募要領を確認してください。 

公募スケジュール 

一般型の第 6回公募スケジュールは、次のとおりです。 

 

公募開始日 令和 8年 3月 13日 

申請受付開始日 令和 8年 4月 15日 

申請受付締切日 令和 8年 5月 15日 

採択発表日 令和 8年 8月下旬（予定） 

まとめ 

この記事では、中小企業省力化投資補助金の全体像に加えて、カタログ注文型と一般型それぞれの制

度概要や採択事例、直近の制度変更点について解説しました。 

 



人手不足や業務効率化等の課題を抱えている場合は、本補助金の活用をご検討ください。 

 

令和 8年 4月 20日 作成：株式会社 Stayway 

 


